
 

20  

平

成

元

年

十

二

月

十

四

日

提

出 

質

問

第

二

〇

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

関
西
国
際
空
港
建
設
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
元
年
十
二
月
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

田 
村 

 

元 

殿 

 

提 

出 

者 
 

坂 

井 

弘 

一 

 

一 

 



 

平
成
五
年
春
に
開
港
す
る
関
西
国
際
空
港
は
、
世
界
に
開
か
れ
た
我
が
国
初
の
二
十
四
時
間
空
港
と
し
て
関
西

の
み
な
ら
ず
我
が
国
の
玄
関
空
港
と
し
て
熱
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
関
西
地
域
は
首
都
圏
と
並
ん
で
、
我

が
国
の
全
国
的
、
国
際
的
中
枢
拠
点
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
こ
た
え
る
た
め
に
、

国
際
的
機
能
強
化
、
関
西
と
他
の
地
方
を
結
ぶ
交
通
網
、
情
報
網
等
の
整
備
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

一 

平
成
元
年
三
月
、
和
歌
山
県
議
会
で
、
「
（
関
西
国
際
空
港
が
）
国
内
・
国
際
の
基
幹
空
港
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
く
に
は
、
現
在
の
滑
走
路
一
本
の
一
期
計
画
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
当
初
の
航
空
審
議
会
答
申
に

基
づ
く
全
体
構
想
の
実
現
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
関
西
国
際
空
港
全
体
構 

よ
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

関
西
国
際
空
港
建
設
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

二 

平
成
元
年
六
月
と
九
月
の
和
歌
山
県
議
会
で
仮
谷
知
事
は
、
大
阪
国
際
空
港
の
存
廃
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭

和
四
十
九
年
の
航
空
審
議
会
答
申(｢

大
阪
国
際
空
港
の
廃
止
を
前
提
と
し
て
」
）
に
基
づ
い
て
対
応
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、｢

「
大
阪
国
際
空
港
の
存
続
が
、
関
西
国
際
空
港
の
国
内
便
確
保
、
全
体
計
画
実
現
に
影
響
を
与
え
る

も
の
と
な
れ
ば
、
関
西
国
際
空
港
の
関
係
府
県
と
し
て
毅
然
た
る
態
度
で
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て 

2 

平
成
三
年
度
か
ら
始
ま
る
第
六
次
空
港
整
備
五
か
年
計
画
に
お
い
て
、
関
西
国
際
空
港
の
全
体
計
画
を
位

置
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

1 

関
西
国
際
空
港
が
世
界
第
一
級
の
空
港
機
能
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
全
体
構
想
の
早
期
実
現

が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

想
推
進
の
た
め
の
調
査
を
早
期
に
完
了
し
、
第
六
次
空
港
整
備
五
か
年
計
画
に
お
い
て
、
関
西
国
際
空
港
全
体

計
画
を
位
置
付
け
、
そ
の
早
期
実
現
が
図
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。
」
と
の
関
西
国
際
空
港
全
体
構
想
の
早

期
実
現
に
関
す
る
要
望
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

四 

 



 

四 

関
西
国
際
空
港
の
一
期
工
事
計
画
の
中
に
は
空
港
に
通
じ
る
道
路(

架
橋)

は
北
ル
ー
ト
一
本
で
あ
る
が
、
将

来
の
交
通
量
、
警
備
、
救
急
対
策
、
災
害
等
を
考
慮
し
、
ま
た
、
空
港
が
周
辺
地
域
に
及
ぼ
す
経
済
の
波
及
効

果
を
考
え
る
と
き
、
さ
ら
に
南
ル
ー
ト
の
道
路(

架
橋)
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

和
歌
山
県
は
大
阪
府
の
分
水
要
請
に
対
し
、
当
面
約

4
㎥
／
Ｓ
を
上
限
と
し
て
紀
ノ
川
分
水
に
同
意
し
た
。 

三 

関
西
国
際
空
港
は
、
国
際
線
・
国
内
線
併
用
の
空
港
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
。
空
港
機
能
を
十
二
分
に
発

揮
す
る
た
め
に
は
、
関
西
国
際
空
港
の
国
内
線
便
数
枠
の
大
幅
確
保
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

い
る
。
」
と
の
大
阪
国
際
空
港
存
続
に
強
い
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
年
七
月
、
和
歌
山
県
議
会
に
お

い
て
、「
大
阪
国
際
空
港
廃
止
に
関
す
る
要
望
決
議
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
山
県
議
会
で
の
大
阪
国
際

空
港
存
廃
問
題
の
議
論
や
、
大
阪
国
際
空
港
廃
止
に
関
す
る
要
望
決
議
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
る
考

え
な
の
か
。
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

関
西
国
際
空
港
の
国
内
線
便
数
枠
を
大
幅
に
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 五 

 



 

六 

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
、
私
の
質
問
（
ダ
ム
や
河
口
堰
等
の
水
資
源
開

発
は
、
水
系
の
自
然
破
壊
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
）
に
、
建
設
省
は
、
「
万
が
一
影
響
が
出
た
場
合
も
想
定
い
た 

2 

紀
ノ
川
大
堰
、
紀
伊
丹
生
川
ダ
ム
等
の
建
設
に
よ
っ
て
、
新
た
に
生
み
だ
さ
れ
る
紀
ノ
川
の
新
規
開
発
水

量
は
ど
の
く
ら
い
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

大
阪
府(

関
西
新
空
港
関
連
を
含
む)

へ
の
分
水
は
、
紀
ノ
川
大
堰
、
紀
伊
丹
生
川
ダ
ム
等
の
水
資
源
開
発

施
設
の
設
置
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
、
私
の
質
問
（
紀
ノ
川
の
水
を
関
西
新
空
港
関

連
用
水
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
）
に
、
厚
生
省
は
、「
紀
ノ
川
大
ぜ
き
で
、
あ
る
い
は
そ
の
上

流
の
ダ
ム
に
よ
る
分
も
含
め
て
の
話
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
紀
ノ
川
か
ら
出
る
新
た
な
利
水
部

分
に
つ
き
ま
し
て
は
関
西
新
空
港
の
開
港
に
伴
う
水
道
需
要
の
増
大
を
賄
う
た
め
の
用
水
と
し
て
充
て
た
い
と

い
う
こ
と
で
話
し
合
い
を
し
て
お
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。 

六 

 



 

 

七 

し
ま
し
て
、
学
識
経
験
者
等
の
御
意
見
を
聞
き
な
が
ら
調
査
を
し
、
か
つ
漁
業
者
と
調
整
を
図
っ
て
ダ
ム
建
設

を
、
あ
る
い
は
せ
き
の
建
設
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。 

1 

紀
ノ
川
大
堰
建
設
に
伴
う
漁
業
補
償
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
考
え
な
の
か
。

明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。
尚
、
現
在
、
紀
ノ
川
河
口
部
付
近
で
農
業
地
下
水
塩
水
化
問
題
が
起
き
て
い
る 

 

が
、
紀
ノ
川
大
堰
建
設
と
の
関
連
を
問
う
。 

2 

紀
伊
丹
生
川
ダ
ム
建
設
に
対
し
て
、
川
の
水
の
濁
り
や
水
系
の
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
、
生
活
権
益
を
覆

す
等
の
理
由
で
地
域
住
民
の
中
か
ら
建
設
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
当
該
ダ
ム
の
建
設
に
つ
い
て
は
、

生
活
権
益
を
守
り
、
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
を
踏
ま
え
、
地
域
住
民
等
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
、

住
民
合
意
の
上
、
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


